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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサにて異常を検知した際に表示手段および／または音声手段によって異常状態を警
報する電池式警報器であって、
　電池が前記警報器に接続された時に、電池接続を報知するために前記表示手段および／
または音声手段を短時間の間作動させる制御手段を備えていることを特徴とする電池式警
報器。
【請求項２】
　センサにて異常を検知した際に表示手段および／または音声手段によって異常状態を警
報する電池式警報器であって、
　電池が前記警報器に接続された時に、前記警報器の異常の有無を自己診断する自己診断
手段と、
　前記自己診断手段による自己診断の結果としての前記警報器の異常の有無を報知させる
ために前記表示手段および／または音声手段を作動させる制御手段とを備え、
　前記警報器の異常の有無の報知により、前記電池接続が正しく行われたことも報知され
ることを特徴とする電池式警報器。
【請求項３】
　センサにて異常を検知した際に表示手段および音声手段によって異常状態を警報する電
池式警報器であって、
　電池が前記警報器に接続された時に、前記警報器の異常の有無を自己診断する自己診断
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手段と、
　前記自己診断手段による自己診断の結果としての前記警報器の異常の有無を報知させる
ために前記表示手段および音声手段を作動させる制御手段とを備え、
　前記制御手段は、前記自己診断手段による自己診断の結果が異常なしの場合に、前記表
示手段および音声手段を作動させて異常なしを報知させ、前記自己診断の結果が異常あり
の場合に、前記表示手段を作動させると共にスイッチの操作に応じて前記音声手段から異
常の内容についての音声メッセージを発生させて異常有りを報知させ、
　前記警報器の異常の有無の報知により、前記電池接続が正しく行われたことも報知され
ることを特徴とする電池式警報器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池式警報器に関し、特に、電池式警報器における電池接続時の動作確認機
能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガス漏れ警報器や火災警報機等の警報器には、ガス漏れや火災の検出時にＬＥＤ等の点
滅等の表示による警報または音声やビープ音等の音による警報を発生するものや、表示お
よび音の両方の警報を発生するものなどがある。また、これらの警報器の中には、電池か
ら動作電源が供給される電池式警報器がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の電池式警報器は、施工時に電池を接続しても、施工者がその場で
すぐに、電池の接続が完全であるかどうかを確認することができなかった。
【０００４】
　そこで本発明は、上述した従来の問題点に鑑み、電池接続の確認を容易に行うことがで
きる電池式警報器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、センサにて異常を検知した際に表示手段および／または音声手
段によって異常状態を警報する電池式警報器であって、電池が前記警報器に接続された時
に、電池接続を報知するために前記表示手段および／または音声手段を短時間の間作動さ
せる制御手段を備えていることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２記載の発明は、センサにて異常を検知した際に表示手段および／または音声手
段によって異常状態を警報する電池式警報器であって、電池が前記警報器に接続された時
に、前記警報器の異常の有無を自己診断する自己診断手段と、前記自己診断手段による自
己診断の結果としての前記警報器の異常の有無を報知させるために前記表示手段および／
または音声手段を作動させる制御手段とを備え、前記警報器の異常の有無の報知により、
前記電池接続が正しく行われたことも報知されることを特徴とする。
　請求項３記載の発明は、センサにて異常を検知した際に表示手段および音声手段によっ
て異常状態を警報する電池式警報器であって、電池が前記警報器に接続された時に、前記
警報器の異常の有無を自己診断する自己診断手段と、前記自己診断手段による自己診断の
結果としての前記警報器の異常の有無を報知させるために前記表示手段および音声手段を
作動させる制御手段とを備え、前記制御手段は、前記自己診断手段による自己診断の結果
が異常なしの場合に、前記表示手段および音声手段を作動させて異常なしを報知させ、前
記自己診断の結果が異常ありの場合に、前記表示手段を作動させると共にスイッチの操作
に応じて前記音声手段から異常の内容についての音声メッセージを発生させて異常有りを
報知させ、前記警報器の異常の有無の報知により、前記電池接続が正しく行われたことも
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報知されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１記載の発明によれば、視覚か聴覚または両方で容易にかつ確実に電池接続の確
認をすることができる。また、電池接続の確認のための表示手段と音声手段の作動を行う
制御手段が正常に動作していることも確認することができる。
【０００８】
　請求項２記載の発明によれば、視覚か聴覚または両方で容易にかつ確実に、自己診断の
結果と電池接続が正しく行われたことの確認をすることができる。また、自己診断と、電
池接続の確認のための表示手段と音声手段の作動を行う制御手段が正常に動作しているこ
とも確認することができる。
　請求項３記載の発明によれば、自己診断の結果が異常有りの場合に、スイッチの操作に
より異常の内容について音声メッセージで確認することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００１０】
　図１は、本発明の実施の形態に係る電池式警報器の正面図であり、図２は、電池式警報
器の電気的構成を示すブロック図であり、図３は、電池式警報器の動作を説明するフロー
チャートである。なお、ここでは、本発明の電池式警報器として火災警報器の形態につい
て説明する。
【００１１】
　図１に示すように、火災警報器１は、ケース２の上部に、壁掛け用係止部３を一体形成
している。係止部３には、壁掛けのネジ等を挿入する取付穴３ａが形成されている。ケー
ス２の前面には、火災センサ１１と、警報等の表示を行う警報ランプ１４ａおよび１４ｂ
が設けられると共に、警報灯の音声出力を行うスピーカ装置用の音出し穴１５ａが形成さ
れている。
【００１２】
　さらに、ケース２の下部右側には、点検／停止用のスイッチＳＷ１が引き紐の形態で設
けられている。また、ケース２の内部には、図２のブロック図で示される、火災警報器１
の動作電源を供給する電池１０と、ケース２の外部に露出されない他の回路構成部品が内
蔵されている。
【００１３】
　次に、図２のブロック図に示すように、火災警報器１は、電池１０、火災センサ１１、
電圧低下検出回路１２、マイクロコンピュータ（μＣＯＭ）１３、表示装置１４、スピー
カ装置１５、２４時間タイマー１６、４．３Ｖ電源回路１７および３．２Ｖ電源回路１８
を備えている。
【００１４】
　電池１０は、たとえばリチウム電池などが用いられ、火災警報器１の動作電源を供給す
る。火災センサ１１は、たとえば温度センサや煙センサの出力に基づいて火災の発生を検
出し、この火災発生検出に応じて火災信号Ｓ１を出力する。
【００１５】
　電圧低下検出回路１２は、電圧低下検出手段として働き、電池１０の両端電圧が基準電
圧を下回ったとき、電池電圧の低下を検出して、この電池電圧低下検出に応じて電圧低下
信号Ｓ２を出力する。
【００１６】
　また、μＣＯＭ１３には、上述した火災信号Ｓ１、電圧低下信号Ｓ２およびタイマー信
号Ｓ３が供給される。μＣＯＭ１３は、自己診断手段および制御手段として働き、予め定
めたプログラムに従って各種の処理や制御などを行う中央演算処理ユニット（ＣＰＵ）１
３ａと、ＣＰＵ１３ａのプラググラムなどを格納した読み出し専用メモリであるＲＯＭ１
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３ｂと、各種のデータを格納すると共にＣＰＵ１３ａの処理作業に必要なエリアを有する
読み出し書き込み自在のメモリであるＲＡＭ１３ｃとを内蔵している。
【００１７】
　表示装置１４は、表示手段として働き、ＣＰＵ１３ａにより制御されて火災検出および
電圧低下検出を表示によって警報または報知を行うためのものである。表示装置１４は、
警報ランプ１４ａおよび１４ｂ（図１に示されるが、図２では示されていない）を含み、
警報ランプ１４ａは、赤色発光ダイオード（赤色ＬＥＤ）からなり、警報ランプ１４ｂは
、緑色発光ダイオード（緑色ＬＥＤ）からなる。
【００１８】
　スピーカ装置１５は、音声手段として働き、音声によって警報または報知を行うための
ものであり、スピーカ、音声合成回路および鳴動回路（いずれも図示しない）が内蔵され
、音声およびビープ音の両方を出力することができる。
【００１９】
　また、スイッチＳＷ１は、ユーザが図１に示す引き紐を引くとオンするスイッチであり
、引き紐を引っ張ってスイッチＳＷ１をオンすることにより、表示装置１４およびスピー
カ装置１５から表示および警報音声を発生させたり停止させたりすることができる。
【００２０】
　２４時間タイマー１６は、電池１０からの動作電源の供給に応じて２４時間のカウント
を繰り返すものであり、２４時間のカウントが終了する毎に、タイマー信号Ｓ３を出力す
る。なお、上述した基準電圧は、μＣＯＭ１３の動作限界電圧より大きな値に設定され、
さらに、基準電圧を下回ってから動作限界電圧を下回るまでの時間が少なくとも一定期間
（２４時間）を超える程度に設定されている。
【００２１】
　また、火災センサ１１は、４．３Ｖ電源回路１７を介して電池１０から動作電源が供給
されている。また、電圧低下検出回路１２、表示装置１４およびスピーカ装置１５は、３
．２Ｖ電源回路１８を介して電池１０から動作電源が供給されている。
【００２２】
　次に、上述の構成を有する火災警報器１の電池接続の報知処理動作について、図３のフ
ローチャートを参照して以下説明する。
【００２３】
　まず、施工時に火災警報器１に電池１０が接続され（ステップＳ１）、火災警報器に対
して動作電源の供給が開始される。それにより、図２のブロック図に示す回路の動作が開
始され（ステップＳ３）、次いで、火災警報器１における各部の異常の有無をチェックす
るための自己診断が開始される（ステップＳ５）。
【００２４】
　次に、火災センサ１１からの火災信号がＣＰＵ１３ａに入力される（ステップＳ７）。
次いで、入力された火災信号は、デジタルデータに変換され、このデジタルデータの値に
よって、火災センサ１１が故障しているか否かが判定される（ステップＳ９）。火災セン
サ１１が故障していなければ（ステップＳ９のＮｏ）、ステップＳ１１に進み、故障して
いれば（ステップＳ９のＹｅｓ）、ステップＳ１９に進む。
【００２５】
　ステップＳ１１では、スピーカ装置１５におけるスピーカが断線しているか否かが判定
される。スピーカが断線していなければ（ステップＳ１１のＮｏ）、ステップＳ１３に進
み、スピーカが断線していれば（ステップＳ１１のＹｅｓ）、ステップＳ１９に進む。
【００２６】
　ステップＳ１３では、電池１０の電圧低下が発生しているか否かが判定される。電池電
圧低下が発生していなければ（ステップＳ１３のＮｏ）、ステップＳ１５に進み、電池電
圧低下が発生していれば（ステップＳ１３のＹｅｓ）、ステップＳ１９に進む。
【００２７】
　ステップＳ１５では、ステップＳ９～Ｓ１３による診断の結果、どこにも故障がないの
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で、自己診断ＯＫと判断される。次に、表示装置１４の警報ランプ１４ａ（赤色ＬＥＤ）
および警報ランプ１４ｂ（緑色ＬＥＤ）が共に短時間の間（たとえば、１秒間）点滅（ま
たは点灯）すると共に、スピーカ装置１５からビープ音（たとえば、ピッという音）が短
時間の間鳴り響く（ステップＳ１７）。次いで、処理が終了し、その後、火災警報器１の
通常動作モードに移行するが、説明を省略する。
【００２８】
　このように自己診断結果がＯＫの場合には、表示装置１４の警報ランプ１４ａ（赤色Ｌ
ＥＤ）および警報ランプ１４ｂ（緑色ＬＥＤ）の点滅による表示と、スピーカ装置１５か
らのビープ音による確認音との両方による報知が短時間の間発生するので、施工者は、視
覚および聴覚の両方で、自己診断がＯＫという結果と電池接続が正しく行われたことの確
認をすることができる。
【００２９】
　一方、ステップＳ１９では、火災センサ９の故障および／またはスピーカの断線および
／または電池電圧低下のいずれかの異常発生により、自己診断結果がＮＧとされる。次に
、表示装置１４の警報ランプ１４ｂ（緑色ＬＥＤ）が点滅を開始する（ステップＳ２１）
。次に、スイッチＳＷ１がオンになったか否かが判定される（ステップＳ２３）。表示装
置１４の警報ランプ１４ｂ（緑色ＬＥＤ）が点滅している間に、引き紐が引かれてスイッ
チＳＷ１がオンにされると（ステップＳ２３のＹ）、次いで、スピーカ装置１５からの警
報音声の発生が開始させられる（ステップＳ２５）。
【００３０】
　たとえば、この警報音声は、火災センサ１１の故障時には、「ピピ」というビープ音に
よる警報と「点検が必要です。販売店に連絡して下さい」という音声メッセージが発生す
る。また、スピーカ装置１５のスピーカ断線時には、警報音声は発生しない。また、電池
電圧低下の発生時には、「ピピ」というビープ音による警報と「電池切れです。販売店に
連絡して下さい」という音声メッセージが発生する。これらの音声メッセージは、引き紐
が引かれてＳＷ１がオンされるたびに、自己診断ＮＧの理由を知らせるために順次発生す
る。
【００３１】
　したがって、施工者は、警報ランプ１４ｂ（緑色ＬＥＤ）の点滅を確認して、何らかの
異常が発生していることが分かった場合、スイッチＳＷ１の引き紐を引っ張ることにより
、異常の内容について音声メッセージの有無で確認することができる。
【００３２】
　このように、自己診断結果がＮＧの場合には、まず表示装置１４の警報ランプ１４ｂ（
緑色ＬＥＤ）の点滅による表示で、施工者は、視覚により異常発生を知り、続いてスイッ
チＳＷ１の引き紐を引っ張ることによるスピーカ装置１５からの警報音声の発生で、聴覚
により異常発生の内容を確認をすることができるので、その内容に応じた処置を行うこと
ができる。
【００３３】
　上述の火災警報器１の電池接続の確認処理後、通常動作モード時に、火災の発生が検出
された場合は、表示装置１４の警報ランプ１４ａ（赤色ＬＥＤ）のフラッシュ点灯と、ス
ピーカ装置１５からの警報音声、たとえば、「ピィーポー　ピィーポー」というビープ音
による警報と「火事です。火事です。」いう音声メッセージが発生する。
【００３４】
　以上の通り、本発明の最良の形態について説明したが、本発明はこれに限らず、種々の
変形、応用が可能である。
【００３５】
　たとえば、上述の実施形態では、ステップＳ１７で、表示装置１４およびスピーカ装置
１５の両方を作動させていているが、これに限らず、どちらか一方のみを作動させるよう
にしても良い。
【００３６】
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　また、上述の実施の形態では、火災警報器に適用した場合について説明しているが、本
発明はこれに限らず、ガス漏れ警報器にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施の形態に係る電池式警報器の正面図である。
【図２】本発明の電池式警報器の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の電池式警報器の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
　１　火災警報器（電池式警報器）
　１０　電池
　１１　火災センサ
　１２　電圧低下検出回路（電圧低下検出手段）
　１３　マイクロコンピュータ（自己診断手段、制御手段）
　１４　　表示装置（表示手段）
　１５　　スピーカ装置（音声手段）

【図１】 【図２】
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